
事業評価書（事前）

事務事業名 新分野等への事業展開に必要な相談援助、人材養成

( )目 的 今後雇用機会の拡大が期待される新規成長分野等における人材面の支援を1
中心としたソフト及びハード両面からの起業等に対する支援（雇用機会の創

出）を行う

( )内 容 起業等に対する支援については、関係各機関等において、起業等に至る動2
機付けとなる意識啓発等のセミナーや、実際の事業開始から運営に至る際の

事 補助金等資金面の支援を中心に実施されているところであるが、起業等に至

務 る過程で必要となる人材の確保・育成も一つの大きな隘路となっており、そ

事 の支援が十分とは言えない状況にある。

業 そのため、職業能力開発施設等が蓄積してきた職業能力開発等に関するノ

の ウハウ・機器等のソフト・ハード両面を活用して、企業等が新分野等への事

概 業展開を図る際の事業化に至るまでの人材面を中心とした相談援助や、必要

要 となる人材養成のための訓練コース等の開発・普及による支援を、関係各機

関の支援対策と相まって実施することにより、起業等の促進を図る。

要求額 ４１７百万円

( )達成目標 新分野への事業展開を担う人材養成のための訓練コースの開発及び試行的3
実施（新分野への事業展開を企画・実施する人材養成４２０人、新規成長分

野等の高度な技術者の養成１８０人、民間教育訓練機関等において行う指導

者養成３２０人）をすることにより、企業等の促進を図る。

( )必 要 性 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕1
事業所・起業統計調査（平成１１年度）によれば、平成８年から３年間に

おいて全産業で約１０６万事業所の廃業に伴い、約７１７万人分の雇用機会

が喪失し、約７４万事業所の新設に伴い約６２８万人分の雇用機会が創出さ

れており、都合約８９万人分の雇用機会の減少がみられるところであり、新

規成長分野等を中心とした起業等を促進することにより雇用機会の拡大を図

ることが、雇用対策上急務である。また 「産業構造改革・雇用対策本部中、

間とりまとめ」において「新市場、新産業の育成による雇用創出」が挙げら

れ社会のニーズに応じたものである。

評

〔公益性〕

起業等に対する支援は、結果的に起業された事業所における雇用の創出に

つながるため、公益にかなうものである。

〔官民の役割分担〕

本事業は、官民が連携して推進していくものであるが、特に国は支援のた

めの環境作りを、また、コース開発等においては、企業・団体・民間教育訓

練機関等の参画を得、民間の有するノウハウを積極的に活用する。

価

〔国と地方の役割分担〕

新分野等への事業展開に必要な相談援助や新分野への事業展開を担う人材

の養成は、全国共通的に先端的なノウハウが必要とされるものであり、国が

実施する。開発されたコースについての積極的実施は地方が行う。

〔民営化や外部委託の可否〕

本事業は国が先導的に行うものであるが、訓練コースの開発や訓練の試行

的実施に当たっては、外部の専門家の意見を聴取したり、講師を依頼するな

どにより、民間のノウハウを積極的に活用する。また、開発した訓練コース

等は民間教育訓練機関等への普及を図る。



〔緊要性の有無〕

雇用情勢が依然と厳しく、完全失業率が高水準で推移する状況にあって、

本事業の目指す起業等を通じた雇用機会の創出は、喫緊の課題である。

〔他の類似施策（他省庁分を含む 〕）

職業安定局等で新規・成長分野企業等に対する支援を実施しているが、人

材面での相談援助や人材養成のための訓練コースの開発・普及での類似施策

はない。

( )有 効 性 〔今後見込まれる効果〕2
開発した訓練コースは、民間教育訓練機関等へ普及し、全国的な展開を図

る。

〔効果の発現が見込まれる時期〕

人材育成については、中長期的視点に立って考慮する必要がある。

( )効 率 性 〔単年度の費用〕3
４１７百万円

〔手段の適正性〕

本事業は、訓練コースを開発し試行的に実施するもので民間教育訓練機関

等へ普及することで、大きな波及効果が見込まれ効率的な手法である。

〔効果と費用との関係に関する分析〕

人材投資の費用対効果分析については、一律ではない。

( )そ の 他 なし4
（公平性・優先性

など）

関連事務事業 なし

特 記 事 項 ①各種政府決定との関係及び遵守状況

「産業構造改革・雇用対策本部 中間とりまとめ」の「新市場、新産業の

育成による雇用創出」

②予算の執行状況（不用、繰越）

③スクラップ・アンド・ビルドについての考え方

④会計検査院による指摘

⑤総務省による行政評価、行政監察の状況

⑥国会による決議等の状況

主 管 課 （主管課）職業能力開発局 能力開発課

及 び 関 係 課


